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矢野　昭三　議員
や の しょうぞう

佐賀橘川の高規格工事用道路が整備された。

議会だより 2011.2.1

町
長
の
姿
勢
を
問
う

明
る
い
ま
ち
づ
く
り
に
　
　
　
　

奮
闘
す
る
／
町
長

まちづくり
①
　
８
の
字
ル
ー
ト
は
早
期
完
成

で
き
る
か
。

　
若
者
の
働
く
場
確
保
の
た
め
四

国
地
方
整
備
局
を
誘
致
し
て
は
ど

う
か
。

②
　
平
成
２３
年
度
予
算
編
成
方

針
は
主
権
者
の
期
待
に
応
え
得
る

も
の
か
。

③
　
平
成
２３
年
度
福
祉
計
画
に

お
い
て
介
護
施
設
整
備
を
ど
の
よ

う
に
進
め
る
か
。

④
　
平
成
２１
年
度
か
ら
の
繰
越

事
業
と
２２
年
度
事
業
の
進
捗
状

況
は
。

　
国
の
補
正
予
算
に
町
と
し
て
如

何
に
対
応
す
る
か
。

⑤
　
歴
史
あ
る
区
長
を
い
か
に
位

置
づ
け
し
て
い
る
か
。

⑥
　
不
法
投
棄
に
対
す
る
啓
発
、

投
棄
者
の
調
査
を
し
て
い
る
か
。

⑦
　
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携

協
定
等
、
自
由
化
に
反
対
を
明
確

に
し
て
い
く
か
。

⑧
　
町
道
に
外
側
線
を
引
く
か
。

①
　
政
権
交
替
に
よ
り
新
年
度
予

算
は
不
透
明
だ
が
、
事
業
着
手
に

向
け
強
く
訴
え
る
。

　
雇
用
の
場
の
確
保
に
つ
い
て
、

企
業
誘
致
は
即
効
性
が
高
く
当
然

視
野
に
入
れ
て
い
く
が
、
四
国
地

方
整
備
局
の
誘
致
を
考
え
た
こ
と

は
な
い
。

②
　
盧
、
産
業
振
興
と
雇
用
の
創

出
。
盪
、
高
齢
者
福
祉
の
充
実
。

蘯
、
ま
ち
づ
く
り
、
イ
ン
フ
ラ
整

備
。
盻
、
基
礎
学
力
の
向
上
を
重

点
に
置
い
た
。
現
状
の
事
業
を
取

捨
選
択
し
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
し
っ
か
り
や
っ
て
行

く
。

③
　
遊
休
施
設
の
活
用
は
、
介
護

保
険
の
事
業
で
、
３
年
ご
と
に
事

業
内
容
の
検
証
を
行
う
事
に
な
っ

て
い
る
。
第
５
次
の
計
画
を
平
成

２３
年
度
に
策
定
す
る
の
で
、
こ
の

計
画
の
中
で
施
設
整
備
の
方
針
を

決
め
る
こ
と
に
な
る
。

④
　
２１
年
度
に
繰
越
し
た
事
業
費
、

１０
億
４
８
６
２
万
８
千
円
は
、
３

月
末
ま
で
に
は
消
化
で
き
る
見
込

み
。

　
普
通
建
設
事
業
は
３６
億
５
千
８

百
万
円
の
予
算
に
対
し
て
２６
億
２

千
９
百
万
円
の
契
約
額
。
契
約
率

は
７２
％
。

　
国
の
補
正
予
算
で
本
町
に
交
付

さ
れ
る
の
は
、
２
億
５
７
４
３
万

７
千
円
。
田
ノ
浦
消
防
団
の
消
防

ポ
ン
プ
車
の
購
入
。
佐
賀
小
学
校

屋
内
運
動
場
の
天
井
張
り
の
舗
装
。

三
浦
小
学
校
、
佐
賀
中
学
校
の
耐

力
度
調
査
。
ま
た
、
避
難
路
の
整

備
。
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
耐
震
診
断

等
々
計
上
し
て
お
り
、
残
額
は
、

社
会
資
本
整
備
や
農
業
漁
業
へ
一

次
産
業
へ
の
支
援
、
更
に
は
雇
用

対
策
な
ど
平
成
２３
年
度
の
施
策
事

業
等
を
前
倒
し
で
３
月
に
補
正
計

上
す
る
考
え
。
ま
た
、
普
通
交
付

税
の
追
加
分
は
、
基
金
繰
入
金
で

最
終
調
整
を
す
る
。

⑤
　
区
長
は
、
地
域
住
民
の
代
表

者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
町

か
ら
の
情
報
提
供
は
、
情
報
公
開

条
例
、
個
人
情
報
の
保
護
条
例
に

基
づ
い
て
対
応
す
る
。

⑥
　
一
般
廃
棄
物
の
処
理
は
、
市

町
村
が
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
に
よ
り
適
正
な
処

理
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

捨
て
た
者
は
５
年
以
下
の
懲
役
、

も
し
く
は
１
千
万
円
以
下
の
罰
金

と
な
っ
て
い
る
が
、
不
法
投
棄
が

重
大
な
事
故
を
招
く
こ
と
が
あ
る

の
で
、
町
の
広
報
や
チ
ラ
シ
で
啓

発
を
し
て
い
る
。
更
に
、
保
健
所
、

警
察
と
対
応
を
協
議
し
解
決
に
努

め
る
。

⑦
　
現
状
の
ま
ま
で
は
反
対
の
姿

勢
を
明
確
に
し
て
い
る
。

⑧
　
管
理
者
で
あ
る
町
と
し
て
、

利
用
者
の
安
全
性
、
利
便
性
を
図

る
観
点
か
ら
外
側
線
と
い
う
の
は

必
要
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
危
険

性
の
高
い
と
こ
ろ
か
ら
必
要
に
応

じ
設
置
す
る
。
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答


